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小
林
家
に
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の

村
方
文
書
を
中
心
に

1
1
3
2
点
も
の
文
書
が
伝
存

　

小
林
家
が
所
在
す
る
「
小
室
」
は
、
田

原
本
村
の
「
本
郷
」
に
あ
た
る
集
落
で
あ

り
、
小
林
家
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
前

期
に
か
け
て
、
同
村
の
庄
屋
や
年
寄
、
戸

長
や
副
戸
長
を
つ
と
め
た
家
柄
で
し
た
。

そ
の
関
係
で
、
小
林
家
に
は
当
該
期
の
村

方
文
書
を
中
心
に
、
若
干
の
私
文
書
も
含

め
て
1
1
3
2
点
も
の
文
書
が
伝
存
し
て

い
ま
す
。

　

小
林
家
文
書
の
な
か
で
最
も
古
い
年
代

の
文
書
は
、
文
禄
４
年
（
1
5
9
5
）
の

「
大
和
国
十
市
郡
田
原
本
御
検
地
帳
」（
写
）

田
原
本
町
の
文
化
財
に
指
定

種　別 有形文化財（古文書）

名　称「小林家文書」

所有者 小林敏良

点　数 1,132 点

時　代 桃山～昭和時代

　

町
教
育
委
員
会
は
、
小
林
敏
良
さ
ん
所

有
の
「
小
林
家
文
書
」
1
1
3
2
点
、
附

諸
書
物
入
木
箱
１
点
を
町
文
化
財
保
護
審

議
会
の
答
申
を
受
け
、
指
定
し
ま
し
た
。

　

町
指
定
の
文
化
財
は
、
町
に
と
っ
て
そ

の
歴
史
や
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
、
か
つ
、
将
来
の
文
化

の
向
上
発
展
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
指
定
を
受
け
た
文
化
財

の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

問　

文
化
財
保
存
課
☎
32
・
4
4
0
4

田原本村割付田原本村割付

所有者 小林敏良

点　数 1点

時　代 江戸時代

附　諸書物入木箱

近世の古文書「小林家文書」1,132 点
附
つけたり

　諸書物入木箱（天保８年）１点

Monthly Topics
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で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
村
内
に

は
「
小
室
」
と
楽
田
寺
の
周
辺
と
中
世
城

館
の
周
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
集
落
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て

田
原
本
村
は
、
商
取
引
の
拠
点
と
な
る

　

こ
の
文
禄
４
年
（
1
5
9
5
）
か
ら
田

原
本
村
は
、「
賤
ケ
岳
の
七
本
槍
」
と
し

て
有
名
な
平
野
長
泰
の
領
地
と
な
り
ま
し

た
が
、
慶
長
７
年
（
1
6
0
2
）
に
長
泰

が
教
行
寺
を
誘
致
し
た
こ
と
に
伴
い
、
寺

内
町
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
村
内
の
町
場
は
、
二
代
長

勝
の
入
部
と
陣
屋
の
建
設
（
慶
安
元

年
〔
1
6
4
8
〕
に
完
成
）、
正
保
４
年

（
1
6
4
7
）
の
教
行
寺
の
退
去
に
伴
っ

て
、
旗
本
平
野
氏
（
交
代
寄
合
）
の
陣
屋

町
に
衣
替
え
し
な
が
ら
、
拡
大
・
発
展
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

中
街
道
が
村
内
を
南
北
に
貫
通
し
、
今

里
浜
に
も
近
か
っ
た
当
村
は
、
奈
良
盆
地

中
央
部
に
お
け
る
交
通
や
流
通
の
要
衝
に

あ
た
っ
て
お
り
、
17
世
紀
半
ば
以
降
に
は
、

人
々
の
往
来
や
商
取
引
の
盛
行
に
伴
っ
て
、

さ
ら
に
地
域
経
済
圏
の
中
心
地
と
し
て
、

ま
た
遠
隔
地
取
引
や
中
継
取
引
の
拠
点
と

し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

小
林
家
文
書
が
注
目
さ
れ
る

5
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

小
林
家
文
書
に
つ
い
て
、
第
一
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
特
色
を
有
す
る

田
原
本
村
の
、
太
閤
検
地
時
点
で
の
集
落

の
存
在
形
態
や
そ
の
後
の
町
場
の
形
成
・

発
展
過
程
、
町
方
の
あ
り
方
や
村
方
と
の

関
係
な
ど
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
文
書
が

伝
存
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
旗
本
平
野

氏
（
明
治
元
年
〔
1
8
6
8
〕
か
ら
は
大

名
）
の
領
地
支
配
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た

陣
屋
を
描
い
た
絵
図
や
、
廃
藩
置
県
後
の

郭
内
地
の
処
分
、
秩
禄
処
分
に
関
す
る
文

書
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　

第
三
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
村
方
に
関

す
る
文
書
が
、
江
戸
時
代
を
中
心
に
豊
富

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
内
容

は
、
土
地
・
租
税
・
村
政
・
戸
口
・
水
利
・

産
業
・
金
融
・
民
衆
運
動
・
習
俗
・
寺
社

な
ど
、
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
お
り
、

田
原
本
村
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
う
え

で
、
不
可
欠
な
文
書
群
と
い
え
ま
す
。

　

第
四
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
廃
藩
置
県

後
、
明
治
10
年
代
前
半
に
か
け
て
の
行
政

の
あ
り
方
や
当
村
の
様
子
が
う
か
が
え
る

文
書
も
、
か
な
り
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

す
。

　

第
五
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
村
の
様
子

を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
絵
図

類
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
小
字
図
で
す
が
、
元
禄
17

年（
1
7
0
4
）と
明
治
15
年（
1
8
8
2
）

の
そ
れ
は
全
村
図
で
す
。
な
か
で
も
詳
細

な
前
者
は
貴
重
で
、
今
後
の
活
用
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

小
林
家
文
書
は
田
原
本
の
歴
史
を

解
き
明
か
す
う
え
で
不
可
欠
な
文
書
群

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
林
家
文
書
は
、
本

町
の
中
心
地
で
あ
る
田
原
本
の
歴
史
を
解

き
明
か
す
う
え
で
不
可
欠
な
文
書
群
と
し

て
高
い
価
値
を
有
し
て
お
り
、
町
指
定
文

化
財
と
し
て
一
括
指
定
し
ま
し
た
。

今月の話題
皆さんの生活に関係する制度やイベントなどを紹介するコーナーです。

　県民だより奈良 11 月
号に掲載の「田原本町指
定文化財『小林家文書』
指定記念講演会」は諸事
情のため、中止します。
　皆さんには、ご迷惑を
お掛けしますが、ご了承
をお願いします。

講演会中止のお知らせ

小林家文書の一部を紹介します

　文禄４年（1595）、大和で実施された太閤
検地のうち、田原本村における土地台帳が「大
和国十市郡田原本御検地帳」です。
　この検地帳は本帳ではなく、江戸時代の写
しです。しかしその内容からは文禄４年当時
における田原本村の土地割や石高などが読み
取れ、およそ 530 石であったことがわかっ
ています。数ある小林家文書の中で最も古い
時代の資料という点も特筆できます。

大和国十市郡田原本御検地帳（写）

田原本郭内絵図（左が北）

　明治６年（1873）の年号が残る、平野氏
陣屋跡を描いた絵図です。寺川から水を引き
込む水路や屋敷地などの土地割が明瞭に書き
込まれており、当時の士族居住地を知るうえ
で大変貴重な資料です。
　陣屋跡は、現在の田原本町役場の南側にな
ります。役場建設時の発掘調査では絵図どお
りに屋敷地を区画する堀が確認され、その信
頼性を裏付けています。




